
原則として
木曜日
○印は曜日変更

原則として
水曜日

種別 一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ 粗大ごみ

曜日

月
指定日

11
月

12
月 

Ａ群
Ｃ群

Ｂ群
Ｃ群

Ａ群
Ｃ群

Ｂ群
Ｃ群

原則として
火・金曜日
○印は曜日変更

19
（月）22

（木）

ご
み
は
決
め
ら
れ
た
収
集
日
に
、
決
め
ら
れ
た
集
積
所
に
、
決
め
ら
れ
た
袋
（
指
定
袋
）
で
、
午
前
８
時
30
分
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ル
ー
ル
を
守
っ
て
美
し
い
町
に

89
人権に関するご相談は三重県人権センター（℡ 059・233・5500）まで

ご み 収 集 日 程 表

※再生ごみの分類
■Ａ群…新聞紙、折込チラシ
■Ｂ群…雑誌
■Ｃ群…ビン類、カン類、ペ
ットボトル、金物類、布類、
ダンボール、牛乳パック

ごみ出しルールを守ろう！

同
和
問
題
の
解
決
に
向
け
て

　
　
　
　
　
　

正
し
い
認
識
を

新
「
会
社
法
」
の
ポ
イ
ン
ト

　

〜
中
小
企
業
へ
の
影
響
と
対
策
〜

記
帳
指
導
無
料
相
談
会

川
越
町
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

ごみ焼却の禁止についてごみ焼却の禁止について

被差別体験の内容
結婚の
　　ことで（35.3%）

職場で（19.7%）日常生活で（13.2%）

学校や
　教育の場で（12.0%）

就職に関して（6.0%）

その他（13.8%）

　

１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
８
月
28

日
公
布
の
太
政
官
布
告
（
い
わ
ゆ
る
「
解

放
令
」
）
に
よ
っ
て
、
法
上
は
差
別

さ
れ
る
人
び
と
は
な
く
な
っ
た
は
ず

で
し
た
が
、
社
会
的
な
差
別
は
存
続
し
、

今
日
で
も
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

差
別
を
受
け
、
人
権
が
侵
害
さ
れ

て
き
た
人
び
と
の
お
か
れ
て
き
た
生
活
、

環
境
そ
し
て
現
状
に
つ
い
て
提
起
さ

れ
た
の
が
同
和
問
題
で
す
。

　

同
和
地
区
の
人
び
と
に
対
す
る
差

別
が
な
く
な
り
、
す
べ
て
の
人
び
と

が
平
和
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
な
社

会
を
き
ず
く
こ
と
が
課
題
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。

　

今
な
お
頻
発
す
る
差
別
事
象
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
同
和
教
育
や
啓
発
が
適
切

で
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
問
い
直

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
和
問
題
は
同
和
地
区
の
人
び
と
を

「
違
う｣

あ
る
い
は｢

別｣

で
あ
る
と
す

る
差
別
か
ら
お
き
て
く
る
も
の
で
す
。

歴
史
を
正
し
く
学
習
し
、
地
区
の
お
か

れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
正
し
く

認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
れ
は
、
問
題
解
決
の
糸
口
の

一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

同
和
問
題
に
対
す
る
正
し
い

認
識
を
身
に
つ
け
る
と
と
も
に
、

｢

差
別
す
る
心｣

を
と
り
除
く
た

め
に
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
・
職
場
・
学
校
・

家
庭
に
お
い
て
、｢

差
別
の
な

い
社
会｣

を
き
ず
く
よ
う
に
積

極
的
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

「三重県同和地区生活実態調査」（1995年度）から作成

問い合わせ　　町民環境課　℡６６・７１１５

問い合わせ　四日市消防本部予防保安課　℡５６・２０１０

　一定の構造基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やす

ことは、例外を除き、禁止されています。家庭ごみは、ル

ールを守って、ごみ集積場にお出しください。事業系一般

廃棄物はごみ集積場に出さずに、環境

クリーンセンターに直接持ち込むか、

町が許可した収集・運搬業者に委託し

て責任を持って処理してください。

◆焼却炉の構造基準

①ごみを焼却室で摂氏８００℃以上の状態で燃やすことが

　できるもの

②燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること

③外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること

④焼却室の温度を測定できる装置があること

⑤高温で焼却できるように助燃装置があること

◆焼却禁止の例外規定

①国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要

　な廃棄物の焼却

②震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急

　対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物

　の焼却

④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとし

　て行われる廃棄物の焼却

⑤たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の

　焼却であって軽微なもの

あなたです  火のあるくらしの  見はり役

秋の火災予防運動 11/9～15は火災予防週間

●予防運動期間中の主な行事●

所 得 税

夫
婦
と
税
〈
パ
ー
ト
と
税
〉

　

手
続
き
の
際
は
、
「
家
屋
取
壊
し
届
」
に

次
の
事
項
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
所
有
者
の
住
所
・
氏
名　

◆
家
屋
の
所
在

地　

◆
登
記
の
有
無　

◆
家
屋
の
種
類
（
居

住
、
車
庫
、
物
置
、
事
務
所　

等
）

◆
家
屋
の
構
造
（
例
…
木
造
・
瓦
ぶ
き
・
２

階
建
て
）
◆
家
屋
の
面
積

　

こ
の
届
を
も
と
に
、
該
当
家
屋
を
特
定
し
、

台
帳
よ
り
抹
消
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
登
記

の
あ
る
家
屋
の
場
合
は
、
法
務
局
に
て
滅
失

登
記
の
手
続
き
も
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
も
し
、

こ
れ
ら
の
手
続
き
を
済
ま
せ
な
か
っ
た
場
合
、

取
り
壊
し
た
家
屋
の
登
録
が
課
税
台
帳
か
ら

抹
消
さ
れ
ず
、
固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

手
続
き
に
お
越
し
の
際
は
印
鑑
を
ご
持
参

の
上
、
税
務
課
窓
口
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

℡
66
・
７
１
１
４

　

家
の
建
て
替
え
や
、
老
朽
化
の
た
め
に
家
屋
を
取
壊
し
た
場
合
（
方
は
）
、
取
壊
し
の
手

続
き
を
税
務
課
に
て
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

取
壊
し
家
屋
の
届
出
に
つ
い
て

取
壊
し
家
屋
の
届
出
に
つ
い
て

取
壊
し
家
屋
の
届
出
に
つ
い
て

取
壊
し
家
屋
の
届
出
に
つ
い
て

人権教育
同和教育

52

〈防火ポスター・防火習字優秀作品の展示〉

と　き　11月13日（日）～20日（日）

ところ　ジャスコ尾平ショッピングセンター

【
親
子
支
援
セ
ン
タ
ー
】

※
都
合
に
よ
り
開
催
で
き
な
い

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

と　

き　

11
月
11
日（
金
）・
12
月
９
日（
金
）　

〜　
　

と
こ
ろ　

川
越
幼
稚
園　

℡
65
・
５
８
５
１

9：30

11：00

12 高松・上吉

 ２ ・ ６ ・ ９

13・16・20

　 ・27・30

28

14
８・

14 天神
28 豊田一色・
　  北福崎

 １ ・ ４・ ８

11・15・18

22・25・29

2・30

16
10・24

と　

き　

11
月
11
日

（金）
午
後
７
時
〜

９
時

と
こ
ろ　

朝
明
商
工
会
２
階
会
議
室

費　

用　

無
料

問
い
合
わ
せ　

朝
明
商
工
会　

                   

℡
65
・
６
６
０
３

　
と　

き　

11
月
24
日

（木）
午
後
１
時
〜

４
時

と
こ
ろ　

朝
明
商
工
会
２
階
会
議
室

講　

師　

斉
藤　

憲
亮
氏
（
税
理
士
）

費　

用　

無
料

問
い
合
わ
せ　

朝
明
商
工
会　

          　
　

    

℡
65
・
６
６
０
３

　

パ
ー
ト
収
入
は
、
通
常
、
給
与
所

得
と
な
り
ま
す
。
課
税
さ
れ
る
所
得

は
、
パ
ー
ト
の
年
収
か
ら
、
給
与
所

得
控
除
額
（
最
低
65
万
円
）
と
基
礎

控
除
（
38
万
円
）
な
ど
の
所
得
控
除

を
差
し
引
い
た
残
額
で
す
。

　

例
え
ば
、
パ
ー
ト
収
入
が
１
２
０

万
円
で
所
得
控
除
が
基
礎
控
除
だ
け

の
場
合
、
課
税
さ
れ
る
所
得
は
17
万

円
と
な
り
、
所
得
税
は
１
万
７
０
０

０
円
（
平
成
17
年
分
に
つ
い
て
は
定

率
減
税
が
実
施
さ
れ
て
い
る
た
め
１

万
３
６
０
０
円
）
と
な
り
ま
す
。

と　

き　

11
月
12
日

（土）
午
前
９
時
〜

正
午
（
雨
天
中
止
）

と
こ
ろ　

役
場
庁
舎
前
駐
車
場　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

町
民
環
境
課

　
　
　
　
　
　
　

℡
66
・
７
１
１
５

　

内
職
な
ど
の
収
入
は
、
収
入
か
ら

必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
残
り
が
事

業
所
得
ま
た
は
雑
所
得
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
パ
ー
ト
収
入
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
図
る
た
め
、
次
の
い
ず
れ
に
も

あ
て
は
ま
る
方
に
つ
い
て
は
、
必
要

経
費
が
65
万
円
に
満
た
な
い
場
合
は

65
万
円
（
収
入
金
額
が
限
度
額
で
す
）

を
必
要
経
費
と
し
て
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

①
家
内
労
働
者
、
外
交
員
、
集
金
人
、

電
力
量
計
の
検
針
人
ま
た
は
特
定
の

方
に
対
し
て
継
続
し
て
労
務
の
提
供

を
す
る
方

②
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
の
必
要
経

費
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の
合
計
が

65
万
円
に
満
た
な
い
方
、
し
た
が
っ

て
収
入
が
内
職
だ
け
の
場
合
は
、
パ

ー
ト
収
入
と
同
様
に
年
収
が
１
０
３

万
円
以
下
で
す
と
所
得
所
得
税
は
か

か
り
ま
せ
ん
。

パ
ー
ト
収
入
が

　
　

あ
る
と
き
は
…

配
偶
者
控
除
と

　
　
　

配
偶
者
特
別
控
除

内
職
な
ど
の
収
入
が

　
　
　

あ
る
と
き
は
…

配偶者のパート収入
配偶者
控除額

配偶者特
別控除額

103万円以下

103万円超　　105万円未満

105万円以上　110万円未満

110万円以上　115万円未満

115万円以上　120万円未満

120万円以上　125万円未満

125万円以上　130万円未満

130万円以上　135万円未満

135万円以上　140万円未満

140万円以上　141万円未満

141万円以上

38万円

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

38万円

36万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

　6万円

　3万円

ー

▲配偶者控除額と配偶者特別控除額

　

妻
の
パ
ー
ト
収
入
が
１
０

３
万
円
ま
で
で
あ
れ
ば
、
夫

は
配
偶
者
控
除
（
38
万
円
）

が
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

配
偶
者
特
別
控
除
は
、
配
偶

者
控
除
の
対
象
で
は
な
い
妻

に
つ
い
て
、
妻
の
所
得
に
よ

っ
て
調
整
さ
れ
ま
す
が
、
最

高
額
は
38
万
円
で
す
。
こ
の

控
除
は
、
パ
ー
ト
収
入
が
１
０
３
万
円

を
超
え
て
１
４
１
万
円
未
満
で
あ
れ
ば

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

夫
の
合
計
所
得
が
、
１
０
０
０
万
円
（
給

与
収
入
で
約
１
２
３
１
万
円
）
を
越
え

る
年
に
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

（例）夫に所得があり、妻の収入が
　　　　パート収入のみの方の場合


